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地
域
担
い
手
育
成
支
援
事
業

補
助
金
の
詳
細
は
ど
う
な
っ
て

い
ま
す
か
。

　

対
象
者
の
資
格
は
ど
う
な
っ

て
い
ま
す
か
。

　

自
動
通
話
録
音
機
は
固
定
電

話
に
取
り
付
け
る
も
の
で
す
か
。

　

対
象
者
は
決
ま
っ
て
い
ま
す

か
。

　

地
域
農
業
を
担
う
農
業
者
が
農
業

用
機
械
を
導
入
す
る
に
際
し
、
補
助

率
10
分
の
３
以
内
と
す
る
国
の
補
助

で
す
。

　

対
象
者
は
地
域
農
地
の
集
約
化
を

目
的
に
作
成
す
る
目
標
地
図
に
位
置

付
け
ら
れ
た
認
定
農
業
者
、
認
定
就

農
者
で
す
。

　

固
定
電
話
に
機
器
を
取
り
付
け
る

も
の
、
機
能
を
持
っ
た
電
話
機
が
あ

り
、
両
方
対
象
に
し
て
１
万
５
千
円

を
上
限
に
２
分
の
１
を
補
助
し
ま
す
。

　

対
象
者
は
65
歳
以
上
の
高
齢
者
が

い
る
世
帯
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
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人事案件に同意
　令和５年７月14日で任期満了となる根
本敏法教育委員会委員を適任者として認
め、再任することに同意しました。

任期　令和５年７月15日から
　　　令和９年７月14日まで

　６月５日に開催された、福島県町村議
会議長会定期総会において、門馬まりえ
議員が自治功労者として表彰されました。
　この表彰は、議会議員として11年以上
にわたり、地域の振興発展に寄与された
功績に対して贈られたものです。

自治功労者表彰 教育委員会委員

門馬	まりえ	議員 根本	敏法	氏
（上北迫）
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会

　

５
月
18
日
に
第
１
回
臨
時
会
を
開
き

ま
し
た
。

　

２
件
の
専
決
処
分
、
北
釜
・
大
谷
地

原
線
道
路
改
良
舗
装
工
事
の
工
事
請
負

契
約
及
び
、
広
野
町
社
会
福
祉
協
議
会

職
員
の
不
祥
事
に
伴
う
同
協
会
会
長
で

あ
る
町
長
の
給
料
を
減
額
す
る
条
例
、

物
価
高
騰
の
影
響
が
大
き
い
低
所
得
世

帯
や
ひ
と
り
親
世
帯
へ
の
給
付
金
を
給

付
す
る
費
用
を
含
む
一
般
会
計
補
正
予

算
を
可
決
し
ま
し
た
。

会　計　名 補　正　額 補正後の予算額

一般会計 1985万円 53億1284万円

主な内容

・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業

1834万円

・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業   

151万円

広野町社会福祉協議会職員の不祥事広野町社会福祉協議会職員の不祥事
　広野町社会福祉協議会職員の不祥事について、町より、令和５年４月26日に当該職員から被害額
866万6591円全額が弁済され、５月５日に当該職員を懲戒解職処分とし、５月８日に広野町社会福祉
協議会臨時理事会を開催し、和解合意書の締結、告訴、告発または被害届の提出をしないことを全会
一致で決議したとの報告がありました。
　今臨時会において、同協議会の会長である町長の給料（令和５年６月分の100分の10）を減額する
条例が提出されたことに伴い、議員から意見や指摘が出されました。

　刑事訴訟法第239条第２項で、町長は告発
義務があるはずですが、告発をする意思はあ
るのか、ないのか、いかがなのでしょうか。

　全額本人から弁済されて、解決しており、
町長の給料減額は必要ないと思いますが、い
かがなものでしょうか。

阿部 憲一 議員門馬　巧 議員

告発するべきでは質疑質疑給料の減額は不要では質疑質疑

　弁護士と協議を行い、法に照らし、社会的
責務を果たす手続きの中において、刑事手続
を取らず、民事手続における和解合意という
方針を社会福祉協議会理事会で議決しました。

　民事的には全額弁済で損害金がなくなった
状況ですが、社会福祉協議会の会長としての
責任という部分があり、身を律するというと
ころで、100分の10の減給が必要だと理解し
ています。

遠藤町長飯島 総務課長
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本
路
線
の
起
点
で
あ
る
県
道
広
野
・
小
高
線

と
の
交
差
部
に
つ
い
て
は
鋭
角
に
接
続
し
て
お

り
、
見
通
し
が
悪
く
、
道
路
が
狭
小
で
す
れ
違

い
が
困
難
な
状
況
で
あ
る
。
ま
た
中
間
地
点
に

は
東
町
産
業
団
地
が
整
備
さ
れ
た
た
め
、
通
行

車
両
や
歩
行
者
の
安
全
を
確
保
す
る
よ
う
整
備

を
図
り
ま
す
。

●
場　
　

所　
　

下
北
迫
字
東
町
地
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●
工　
　

期　
　

着
工　

令
和
５
年
５
月
19
日

　
　
　
　
　
　
　

完
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令
和
６
年
２
月
29
日

●
請
負
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６
万
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●
請

負

者　
　

西
本
建
設
株
式
会
社
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至小高至小高

至桜田交差点至桜田交差点

北釜・大谷地原線北釜・大谷地原線

工事が始まった北釜・大谷地原線起点


